
 

【補助金限度額一覧】 

 

対象世帯の条件 

補助単価（月額） 

第１子 

 

第２子 

 

第３子等 

１ 次のいずれかに該当する世帯 

 ア 生活保護法の規定による保護を

受けている世帯 

 イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律の規定による支援

給付を受けている世帯 

 ウ ２の項のうちひとり親世帯等 

６，２００円 ６，２００円 ６，２００円 

２ 区市町村民税所得割非課税世帯又

は３の項のうちひとり親世帯等 

３，２００円 ６，２００円 ６，２００円 

３ 当該年度に納付すべき区市町村民

税の所得割課税額（世帯構成員中２

人以上に所得がある場合は、所得割

課税額を合算する。以下同じ。）が７

７，１００円以下の世帯（２の項に

掲げる世帯を除く。） 

１，８００円 １，８００円 ６，２００円 

４ 当該年度に納付すべき区市町村民

税の所得割課税額が２１１，２００

円以下の世帯（２の項及び３の項に

掲げる世帯を除く。） 

１，８００円 １，８００円 ５，６００円 

５ 当該年度に納付すべき区市町村民

税の所得割課税額が２５６，３００

円以下の世帯（２の項から４の項ま

でに掲げる世帯を除く。） 

１，８００円 １，８００円 ５，０００円 

６ １から５までに掲げる世帯以外の

世帯 
１，８００円 １，８００円 １，８００円 

 備考 

１ 本表において生活保護法の規定による保護を受けている世帯とは、生活扶助、教育扶助、住

宅扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助若しくは葬祭扶助の併給世帯又は単給世帯とする。 

２ 本表において中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている世帯とは、生活支援

給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付、出産支援給付、生業支援給付若しくは葬

祭支援給付の併給世帯又は単給世帯とする。 

 



 

【子どもの数の数え方】 
 

対象世帯の条件 

１～６の世帯 

何番目の子どもか（兄、姉の年齢上限なし） 

 


